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中間環境チェックレポート 

 
本プロジェクトは、案件の性質上、意思決定が必要な時点で環境レビューに必

要な文書を入手し得ないプロジェクトであるため、環境社会配慮確認のための

国際協力銀行ガイドライン（第 1 部６．（1)）に基づき、意思決定後に環境レビ

ューを行うことを前提に、意思決定を行う。 

意思決定に先立ち、可能な範囲で行った環境社会配慮に関する確認結果は下記

のとおり。 

 
（１）プロジェクト名 

鉄鉱山権益取得プロジェクト 
 
（２）実施場所 

オーストラリア連邦、西オーストラリア州 
 
（３）プロジェクト概要 

鉄鉱山権益取得プロジェクト 
 
（４）カテゴリ分類 

カテゴリ A 
 
（５）カテゴリ分類の根拠 

本事業は、環境ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすいセクター（鉱 

山セクター）に該当し、環境ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい

特性を持ち、環境ガイドラインに掲げる影響を受けやすい地域あるいは

その近傍に立地するため。 
 
（６）環境許認可 

同国制度に基づき EIA レポート（Public Environmental Report 及び

Environmental Review Document）が作成される予定であり、今後所定

の許認可を取得予定。 
 
（７）汚染対策 

大気質、水質、廃棄物、土壌汚染及び騒音・振動に対して、適切な措置                                
が講じられる見込みである。 

 
（８）自然環境面 

自然環境面への影響に対して、適切な対策が講じられる見込みである。 



 
（９）社会配慮面 

本事業実施に伴う非自発的住民移転は発生しない。その他社会配慮面へ

の影響についても適切な対策が講じられる見込みである。 
 
（１０）適用国際基準 

IFC パフォーマンススタンダード 
 
（１１）その他・モニタリング 

上記の可能な範囲で行った環境社会配慮に関する確認を踏まえ、事業 
の然るべき時期において、EIA レポートに係る許認可の取得状況につ

きモニタリングを行う予定である。 
 

以 上 












